
 
 

「ねんきん定期便」を活用した厚生年金基金加入記録等の提供について（要望） 
 
 
 厚生年金基金の加入員等については、「厚生年金基金における原簿の記

録の適正な管理等について」（平成１９年１０月９日付年発１００９００

１号）において、各厚生年金基金の実情に応じ、定期的に実施するよう

努めることが通知され、「厚生年金基金の加入員等に対する記録等の提供

について」（平成２１年７月６日付年発０７０６第２号）において、その

標準的な様式が示されました。各基金では、これに従い諸準備を進める

こととしております。 
 
これにより基金加入員等は、社会保険庁を含めた複数の保険者より年金

記録の内容が記載されている通知を受け取ることとなります。 
 
一方、社会保険庁においては、同庁の有する被保険者ファイルで厚生年

金基金の加入期間を管理していることから、大きなコストをかけずに、

去る４月に開始された「ねんきん定期便」において企業年金も含めた包

括的な記録を一つの通知でお知らせすることが可能です。これはひいて

は、公的年金、企業年金加入員等の利便性が図られることや迅速かつ確

実な年金の支給に繋がるものであり、公的年金及び企業年金の信頼性の

一層の向上に資するものと考えます。 
 
つきましては、社会保険庁の「ねんきん定期便」改善ご検討の際には、

下記に記しますように厚生年金基金の記録等を含めて記載されることを

切望します。 
 

 また、厚生年金基金の記録等にかかる照会について、企業年金連合会、

各基金等へ照会するよう誘導することにより、社会保険庁の照会件数の

軽減に貢献できるものと考えております。 
 
 なお、当連合会においても、照会件数増に伴う相談体制の拡充も視野

に入れた体制整備を検討する予定であることを申し添えます。 



 

記 
 
１ 厚生年金基金の加入期間について 
  「ねんきん定期便」においては、お勤め先の名称等として、厚生年

金基金加入期間の表示があり、社会保険庁の被保険者ファイルには厚生

年金基金番号の情報が収録されていること、また、事業所ファイル及び

基金料率ファイルにおいても基金番号や基金名称等が収録されている

ことから、加入厚生年金基金名（解散している場合はその旨を含む）、

基金番号を記載していただきたい。 
  なお、必要に応じ、厚生年金基金番号と厚生年金基金名の情報を収

録したデータファイルを提供させていただく。 
 
２ 将来支払われる年金額（見込額）について 
  「ねんきん定期便」においては、５０歳未満の方の場合、厚生年金

基金の代行部分の給付額を含む額が記載されているが、５０歳以上の場

合、被保険者種別の情報に基づき厚生年金基金の代行部分の給付額を計

算し、その額を控除した額を記載していることから、５０歳以上の場合

についても、厚生年金基金の代行部分の給付額を含む額を記載していた

だきたい 
 
３ 注記について 
  厚生年金基金に加入していた期間がある場合、その期間についての

厚生年金基金の代行部分の給付額と上乗せ給付の額は、厚生年金基金又

は企業年金連合会（旧厚生年金基金連合会）から支給されることになる

旨を注記していただきたい 
  また、住所変更届や氏名変更届が提出されない場合、重要なお知ら

せが届かなくなることがある旨を注記していただきたい 
 
（参考として「ねんきん定期便」改善案を添付いたしました。） 
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